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昭和50年代前半に大手化粧品メーカー
の販売員として約3年間働いていたＸは、
その後約50年経った令和6年 1月ごろか
ら、胸部の痛みや息切れに悩まされるよう
になった。医師の診察を受けたところ、同
年4月に悪性胸膜中皮腫と診断され、半年
後の10月に死亡した。Ｘは、化粧品の販
売員として扱った化粧品やベビーパウダー
に使われていた「タルク」という白い石の
粉に石綿（アスベスト）が混入していた可
能性があるとして、管轄の労働基準監督署
に労災保険の各種給付を請求していた。

Ｘが化粧品の販売員として働いていたの
がベビーパウダーの検査態勢が強化される
昭和62年以前で、化粧品などに石綿が含
まれている可能性や業務中に石綿を吸い込
んだ可能性を否定できないと労基署は判断
し、Ｘの疾病を業務上と認定した。

平成24年の行政通達「石綿による疾病
の認定基準について」（以下、単に「認定
基準」）によると、石綿ばく露作業に従事
しているかまたは従事したことのある労働
者に発生した疾病であって、石綿による疾
病（石綿肺、肺がん、中皮腫など全5種）
のうち一定の要件を満たすものは業務上の
疾病として取り扱うこととされている。
認定基準では、各種石綿製品の製造工
程における作業や石綿を含有する鉱石また
は岩石の採掘作業などが石綿ばく露作業と
して挙げられているが、さらにそのうちの
一つに含まれているのが「石綿を不純物と
して含有する鉱物（タルク（滑石）等）等
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の取扱い作業」である。タルクは天然に存
在する非常に柔らかい鉱物で、極めて滑ら
かな肌触りが特徴。断熱材や耐火材の原料
として利用されるほか、その粉末はファン
デーションやアイシャドウといった化粧品
やベビーパウダーにも配合されている。
タルク自体は発がん性物質ではないが、
石綿と鉱脈が近い採掘地では不純物として
石綿が混じる場合がある。昭和61年度に
旧労働省産業医学総合研究所が市販のベ
ビーパウダーを調査した結果、一部の製品
に石綿が検出されたことを受け、旧厚生省
は昭和62年 11月に「ベビーパウダーの品
質確保について」という通知を発出した。
これはベビーパウダーに含まれるタルク
中の石綿をＸ線解析分析装置で測定するこ
とにより、原料タルクおよび輸入製品の品
質管理を徹底するよう業者に求めるもので
あった。また平成18年 9月 1日施行の改
正労働安全衛生法施行令では、石綿または
石綿をその重量の0.1パーセントを超えて
含有する製剤その他の物の製造、輸入、譲
渡、提供、使用が禁じられることとなった。
現在市販されている化粧品やベビーパウ
ダーにもタルクの粉末が配合されてはいる
が、法規制やメーカー各社の徹底した品質
管理により、安全性が確保されている。一
方で、Ｘが化粧品の販売員としてベビーパ
ウダーなどを扱っていた時期は、これらの
規制や品質管理が行われる前であった。
認定基準では、石綿ばく露作業に従事
しているまたは従事したことのある労働者
に発症した中皮腫であって、石綿肺の所見
が得られるか、石綿ばく露作業の従事期間
が1年以上あるもの（いずれも最初の石綿
ばく露作業を開始したときから10年未満
で発症したものを除く）は業務上の疾病と
して取り扱うこととしている。Ｘが化粧品

の販売員として働いていた期間が約3年間
だったこと、タルクの品質管理が徹底され
る前のベビーパウダーや化粧品を取り扱う
ことで石綿を吸引した可能性を否定できな
いことなどから、労基署による労災認定と
なった。
現在ではその製造や使用が厳しく規制さ
れている石綿・石綿含有製品だが、昭和50
年代までは建材や摩擦剤、シール材などに
幅広く使用されていた。また石綿による疾
病は、ばく露してから発症するまでの期間
が非常に長く、原発性肺がんで15～40年、
中皮腫で20～ 50年と考えられている。そ
のため、昭和に換算すると101年に当たる
令和8年においても、石綿による疾病を新
たに発症する可能性は十分にある。
本稿では化粧品販売員の労災認定を取り
上げたが、その他にも、タルクが付着した
ゴム手袋を使用したことで石綿を吸引して
しまい、それが原因で発症した中皮種が労
災認定された事例もある。肺がんや中皮種
などと診断されたら、石綿ばく露作業をし
ていたのは遠い昔のことだからと決めつけ
ず、最寄りの労基署や支援団体に相談して
みるのも一考に値する。
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